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   第１章 学生の義務 

 （学生の義務） 

第１条 学生は、学則、学生準則その他の規則を遵守し、その言行に責任を持ち、本校学生と

しての本分を全うするよう常に心がけなければならない。 

  第２章 誓約書及び保証人 

 （誓約書） 

第２条 入学を許可された者は、所定の期日までに在学中の保証人２名が連署した誓約書を提

出しなければならない。 

 （保証人の資格） 

第３条 保証人となる者は、独立の生計を営む成年者で、次の各号の一に該当しない者でなけ

ればならない。 

 (１) 禁錮以上の刑に処せられた者 

 (２) 破産者でいまだに復権しない者 

 (３) 成年被後見人及び被保佐人 

第４条 保証人が死亡、又は資格を失った場合は、直ちに校長に対して、新たに保証人となる

者を定めて保証人変更届を提出しなければならない。 

   第３章 学生証 

 （交付・携帯・提示） 

第５条 学生は、本校において交付する学生証の交付を受けて常時これを携帯し、本校職員の

請求のあったときは、いつでもこれを提示しなければならない。 

 （返納） 

第６条 学生証は、その有効期間を終了したとき、又は退学するときは、直ちに校長に返納し

なければならい。 

 （再交付） 

第７条 学生証を紛失し、又はき損したときは、直ちに学生証再交付願を校長に提出し、再交

付を受けなければならない。 

  第４章 休学、退学、欠席等 

 （休学） 

第８条 学生は、疾病その他の事由により、継続して３か月以上修学することができないとき

は、休学願に医師の診断書又は詳細な事由書を添え、学級担任を経て校長に提出し、その許

可を受けなければならない。 

 （復学） 

第９条 休学した者が、休学の事由がなくなったことにより復学しようとするときは、復学願

を学級担任を経て校長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合、疾病により

休学した者は、医師の診断書を添えなければならない。 
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 （退学） 

第 10 条 学生が退学しようとするときは、退学願を学級担任を経て校長に提出し、その許可

を受けなければならない。 

 （身上異動） 

第 11 条 学生は、氏名の変更その他一身上の異動があったときは、直ちに身上異動届を学級

担任を経て、校長に提出しなければならない。 

 （住所の変更） 

第 12 条 学生が住居を変更したときは、直ちに住所変更届を学級担任を経て、校長に提出し

なければならない。 

 （欠席等） 

第 13 条 学生が欠席、欠課、遅刻又は早退をしようとするときは、事前に理由を明記した欠

席、欠課、遅刻、早退届を学級担任を経て校長に提出し、その許可を受けなければならない。 
  ただし、やむを得ない事由により事前に提出できないときは、その理由を明記して、事後

直ちに提出しなければならない。 

２ 疾病のため引き続いて１週間以上欠席するときは、医師の診断書を添えるものとする。 

 （忌引） 

第 14 条 父母近親の喪に服するときは、忌引願を学級担任を経て校長に提出し、その許可を

受けなければならない。 

２ 忌引の期間は、父母７日、祖父母・兄弟姉妹３日、伯叔父母・曾祖父母１日とする。 

   第５章 服装及び通学 

 （服装の制式） 

第 15 条 学生は、登下校時には、制服を着用するものとする。ただし、第４学年及び第５学

年は、制服以外の服装を着用することができる。 

２ 制式の服装については、別表のとおりとする。 

３ 学生が、制服以外の服装を着用するときは、本校学生としての体面を失わないように留意

しなければならない。 

 （バイク等による通学の許可） 

第 16条 学生は、道路交通法第２条の自動車及び原動機付自転車で通学しようとするときは、

学生主事の許可を受けなければならない。 

２ 前項の通学及び許可について必要な事項は、別に定める。 

  第６章 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

 （健康診断） 

第 17条 学生は、毎年の定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。 

 （治療） 

第 18条 校長は、必要に応じて、学生に治療を命ずることがある。 

 （独立行政法人日本スポーツ振興センターヘの加入） 

第 19 条 学生は、身体の保全に努めるとともに、災害に対しては、その給付を受けるため、

独立行政法人日本スポーツ振興センターへの加入に同意し、加入すること。 

   第７章 学生会等 

 （学生会） 
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第 20条 本校に、本校学生全員をもって構成する学生会を置く。 

 （学生会準則） 

第 21条 学生会について必要な事項は、別に定める。 

 （学生団体結成） 

第 22 条 学生が、学生会のほか、本校の学生をもって会員とする団体を結成しようとすると

きは、指導教員を定め、団体の規約並びに指導教員及び会員の名簿を添え、学生団体結成願

を学生主事を経て校長に提出し、その許可を受けなければならない。 

 （学生団体の解散命令） 

第 23 条 前条の団体の行為が、本校の目的に反すると認められるときは、校長がその解散を

命ずることがある。 

 （校外団体への参加） 

第 24 条 学生が、団体として校外団体に参加しようとするときは、当該校外団体の目的、規

約及び役員に関する事項並びに参加の目的を記載した文書を添え、校外団体参加願を学生主

事を経て校長に提出し、その許可を受けなければならない。 

 （校外団体への参加許可の取り消し） 

第 25 条 前条の校外団体の行為が、本校の目的に反すると認められるときには、校長は許可

を取り消すことがある。 

   第８章 集会 

（集会の許可） 

第 26 条 学生が、校内又は校外において本校名を使用して、集会、催物その他の行事を行お

うとする場合には、集会行事等許可願を１週間以前に、学生主事を経て校長に提出し、その

許可を受けなければならない。この場合、その実施に関しては、学生主事の指示に従うもの

とする。 

 （集会の中止） 

第 27 条 前条の場合において、本校学生の本分に反するような行為が認められるときは、学

生主事がその中止を命ずることがある。 

   第９章 印刷物の配布及び販売 

 （印刷物の配布等） 

第 28 条 学生が、校内又は校外において本校名を使用して、雑誌、新聞、パンフレット等の

印刷物を配布し、又は販売しようとするときは、当該印刷物２部を添え印刷物配布・販売許

可願を学生主事を経て校長に提出し、その許可を受けなければならない。 

   第１０章 掲示 

 （掲示許可） 

第 29 条 学生が校内又は校外において本校名を使用して、ビラ、ポスター類を掲示しようと

するときは、当該掲示物の写しを添えて、掲示許可願を学生主事に提出し、その許可を受けな

ければならない。 

２ 校内に掲示するときは、本校の定める掲示場に掲示しなければならない。 

３ 掲示期間は、原則として１週間以内とし、期日経過後は遅滞なく取り除かなければならな

い。 

  第１１章 施設・設備の使用 
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 （施設・設備の使用） 

第 30 条 学生及びその団体が、本校の施設、設備を使用しようとするときは、施設・設備使

用許可願を使用目的により学生主事又は各学科長等を経て校長に提出し、その許可を受けな

ければならない。ただし、日常その使用を認められた施設・設備については、この限りでな

い。 

    第１２章 雑則 

  （施行細則） 

第31条 本則施行に際して必要あるときは、さらに施行細則を定める。 
 

   附 則 

１ この規則は、昭和４４年２月１日から施行する。 

２ 高知工業高等専門学校学生準則（昭和３８年規則第４号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、昭和４５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、昭和５５年５月１５日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、昭和６２年１月２９日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成３年４月１日から施行し、平成２年５月３１日から適用する。 

   附 則 

 この規則は、平成７年２月９日から施行し、平成７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１５年１０月１日から施行する。 
   附 則 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
   附 則 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。
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別表 

服 装 の 制 式 

  性別 

項目 
男  子 女  子 

徽 章 徽章は右襟、科章は左襟 

徽章は右襟、科章は左襟 

 （冬服着用時：徽章はは左胸エンブレム

で代用） 

冬 

 

服 

上：黒色・詰襟・金ボタン 

下：黒ズボン 

１０月１日～５月３１日に着用 

 

１０月１日～５月３１日に着用 

（気候に応じて、夏服・冬服どちらでも着用を

認める準備期間をおく） 

上着：濃紺ブレザー 

      ダブルニッ釦１つがけ 

  胸：アウトポケット 

  脇：切りポケット 

スカート：ヒダスカート、 巻スカート型

キュロットスカート 

      学校指定のものいずれか 

ネクタイ：帯、蝶 

   学校指定のものいずれか１０月２

１日～４月３０日に着用 

夏 

 

服 

上：白・ワイシャツ又は開襟 

  シャツ 

下：黒ズボン 

６月１日～９月３０日に着用 

（気候に応じて、夏服・冬服どちらでも着用を

認める準備期間をおく） 

上着：白・オーバーブラウス 

     （学校指定） 

スカート：ヒダスカート、巻スカート型

キュロットスカート 

     学校指定のものいずれか６月１１

日～９月２０日に着用 

服 

合 

 

服 

 

上着：シングル３つ釦ベスト 

      切りポケット 

スカート：ヒダスカート、巻スカート型

キュロットスカート 

     学校指定のものいずれか 

ネクタイ：帯、蝶 

      学校指定のものいずれか５月１日

～６月１０日・９月２１日～１０月２０

日に着用 

履 物 
黒短靴（皮又はビニール） 

雨天時レインシューズ可 

左記に同じ 
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